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国立市立小・中学校の臨時休業の延長について（通知） 

 

 

 日ごろより、国立市立小・中学校の教育活動にご理解とご協力をいただき、感謝申

し上げます。 

令和２年５月４日に、政府が改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に

基づく緊急事態宣言の延長を決定し、東京都を「特定警戒都道府県」に指定したこと

を受け、学校保健安全法第２０条の規定により、下記のとおり国立市立小・中学校の

臨時休業を延長いたします。 

子どもたちの生命、健康を守るために、学校とご家庭の連携、協力がより一層重要

となってまいります。臨時休業の期間が長くなり、ご不便、ご不自由をおかけします

が、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 休業期間 

令和２年５月７日（木）から令和２年５月３１日（日）まで 

 

２ 備  考 

(1) 学校が作成を依頼した書類、児童・生徒が取り組んだ学習課題の提出 及び 新

たな学習課題の受け取りを行っていただくために ５月１１日（月）以降の日程

で、保護者の方にご来校いただく「配布・回収日」を設けます。できる限りご協

力をお願いいたしますが、ご来校いただくことが難しい場合は学校にご相談くだ

さい。なお、詳細については、各校からの案内をご参照ください。 

(2) 新型コロナウイルス感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるとい

う趣旨をご理解いただき、人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過

ごすようにしてください。 

(3) 臨時休業の期間等は、今後の社会情勢によって変更となる場合があります。 
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